
令和６年度

中学校３年生の保護者様

鴻巣市教育委員会

鴻巣市では、経済的な理由により学用品費や給食費、校外活動費などの支払が困難な世帯に対して、その

一部を援助する就学援助制度を設けております。支給には、毎年度申請が必要となります。

１ 援助の内容（支給時期…７月末、１２月末、３月末）

※次の２、４～６については、実費（保護者が負担した額）が支給されます。

１ 学用品・通学用品費 ２ 学校給食費

３ 新入学児童生徒学用品費（申請は４月末まで） ４ 校外活動費

５ 修学旅行費 ６ 医療費（学校病に限る）

７ オンライン学習通信費（世帯支給）

２ 援助を受けられる世帯（次のいずれかに該当する方）

１ 市民税が非課税の世帯

２ 児童扶養手当を支給されている世帯 ※特別児童扶養手当のことではありません。

３ 生活保護法による保護が停止又は廃止された世帯

４ 保護者の収入が不安定で生活保護に準ずる世帯（下表を参考としてください。） など
※その他、ご相談がありましたら学務課までご連絡ください。

（参考）上記４の世帯の所得の目安表

※「所得の目安」で示す金額は、同一生計世帯全員分の「地方税法上の合計所得額」から控除額（社会保険料控除、

生命保険料控除、地震保険料控除）を差し引いたものです。年間の総収入額ではありません。

※世帯人数や年齢構成等で基準額が変わりますので、あくまでも目安としてご覧ください。

※住民登録上は別世帯でも同住所に居住している場合や単身赴任等別住所であっても生計を同一としている場合は

同一生計世帯とみなし、世帯人数及び世帯総所得に含めて審査を行います。

世帯人数 世帯構成（年齢） 前年中の世帯総所得金額

２人 父または母（30代）、子（小3） 約１８４万円

３人 父または母（30代）、子（中1・小3） 約２５６万円

４人 父（40代）、母（30代）、子（中1・小3） 約３０９万円

５人 父（40代）、母（30代）、子（中1・小3・小1） 約３５５万円

６人
祖父または祖母（60代）、父（40代）、母（30代）、

子（中1・小3・小1）
約４０３万円

裏面に続きます。

令和６年度就学援助受給者又は受給希望者の皆様へ

就学援助制度「オンライン学習通信費」の追加のご案内

鴻巣市では、令和３年度から１人１台の学習者用端末が導入され、家庭学習としても活用されているこ

とから、令和６年度より「オンライン学習通信費」を新たに支給費目に追加します。

なお、支給時期につきましては、他費目と同じ時期に支給しますが、世帯支給となります。

申請時期によって、支給金額が異なる場合があります。

※既に令和６年度の就学援助制度の申請がお済みの方は、新たに申請する必要はありません。



３ 受付期間 ※申請の受付時期によっては、支給金額が異なりますのでご注意ください。

♦令和６年度 当初申請期間

令和６年３月１日（金）から令和６年４月３０日（火）まで

※上記期間内に申請いただけると、年度当初から支給対象になります。

※当初申請に関するご相談がある場合は事前に学務課までご連絡ください。

♦随時申請期間

令和６年５月１日（水）以降も随時申請をお受けしています。

※随時申請の場合は、申請日から支給対象になります。年度当初にさかのぼっての支給はできません。

４ 申請方法

１ 持ち物・必要書類など

①世帯全員の令和５年中の収入がわかる書類または児童扶養手当証書

【例】源泉徴収票、確定申告書の控え、公的年金等の源泉徴収票など

・別世帯であっても、同住所に居住している方全員の書類が必要です。

・単身赴任等別住所であっても、生計を同一としている場合は書類が必要です。

・令和５年中収入がなかった方は市（県）民税等の申告の控えが必要です。

・令和５年度所得証明書を取得する必要はありません。

・児童扶養手当証書をお持ちの場合は、収入がわかる書類の提出を省略できます。

②銀行口座のわかるもの

【例】通帳やキャッシュカードなど

③印鑑 ※申請者に自署いただく場合は不要です。

２ 受付場所 鴻巣市役所本庁舎３階 教育委員会学務課（３６番窓口）

※吹上支所・川里支所では受付できませんのでご注意ください。

３ 受付時間 月曜日から金曜日まで 8時30分から17時 15分まで（祝日・年末年始を除く）

必要書類等に不備がある場合は、申請を受理できませんのでご注意ください。

必要書類の確認や申請についてご不明な点は事前に学務課までお問い合わせください。

担当 鴻巣市教育委員会 学務課 学事担当

〒365-8601 埼玉県鴻巣市中央1番１号

電話：㈹048-541-1321（内線3320）

新入学児童生徒学用品費の入学前支給を受けた場合は、再度申請いただく必要はありません。

《中学３年生の生徒・保護者の皆様へ》

鴻巣市では高校・大学へ進学する保護者、生徒を対象とした奨学金の貸付制度があります。

詳細については広報、ホームページをご覧ください。

〇入学準備金貸付制度・奨学資金貸付制度

令和６年１２月中旬頃広報・ホームページ掲載予定

http://www.city.kounosu.saitama.jp/

http://www.city.kounosu.saitama.jp/

